
 

パ テ せ 民交流センター条例施行規則 一部を改正する規則を

に公 する  

成 月 日 

瀬戸 長 増 岡 錦 也  

瀬戸 規則第 号 

パ テ せ 民交流センター条例施行規則 一部を改正する規則 

パ テ せ 民交流センター条例施行規則 成 瀬戸 規則第

号 一部を次 うに改正する  

次 表 改正前 欄に掲 る規定を同表 改正後 欄に掲 る規定に下

線 示す うに改正する  

改正後 改正前 

別表第 第９条関係  

区分 単位 

金額

円  

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

そ

他 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

液晶 ェクター

ク ーン付  

 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

ポータ ン  ＜省略＞ ＜省略＞ 

移動式黒板 台  

譜面台 台  

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

 

別表第 第９条関係  

区分 単位 

金額

円  

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

そ

他 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

液晶 ェクター

ク ーン付  

＜省略＞ ＜省略＞ 

ノートパソコン 台  

テ ビ 台  

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

ポータ ン  

 

 

＜省略＞ ＜省略＞ 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

 

備考 ＜省略＞ 備考 ＜省略＞ 

  

附 則 

規則 成 月 日か 施行する  


